
応募資格及び対象

以下のすべての条件を満たす者。
①2026年度より新3年次生となる法学部および創造工学部の正規学生。
②原則として新3年次生とする。ただし、修学途中にて家庭の事情等により、奨学金の支給が必要
になった者も対象とすることがある。
③品行方正、学業成績優秀であること。
④経済的理由により修学が困難な者。
⑤新3年次生に進学時満35歳未満の者。

補助要件・金額
月額30,000円(新3年次生より大学院修了までの正規の最短修学年限）
※引き続き大学院に進学する場合、推薦学部と同一の大学院学部に限る(月額60,000円支給)。

応募書類配布先
香川大学ホームページよりダウンロードしてください。
香川大学＞在学生・保護者の方へ＞授業料・入学料・奨学金・保険制度＞奨学金＞奨学金の募集
＞各種奨学金募集＞公益財団法人岸本記念奨学会2026年度奨学生

応募書類提出先 学生生活支援課(創造工学部の学生は創造工学部学務係でも取り次ぎます。)

応募書類提出期限 2026年1月23日(金)
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